
犯罪多発注意報 発令通知内容 

 

  発  令  者  滋賀県警察本部長（「なくそう犯罪」滋賀安全なまちづくり実践県民会議） 

 

  発令対象種別  □ 子ども対象犯罪（       ）多発注意報 

□ 女性対象犯罪       （       ）多発注意報 

□ 高齢者対象犯罪（       ）多発注意報 

■ そ の 他 犯 罪       （ 詐欺    ）多発注意報 

 

  発 令 期 間  平成 26年９月４日（木）から平成 26年９月 13 日（土）まで 

 

   発 令 地 域  ■ 県内全域 

          □ 地域指定 

□ 大津地域   □ 南部地域   □ 甲賀地域 

□ 東近江地域  □ 湖東地域   □ 湖北地域 

□ 高島地域 

 

※県内７圏域について 

大 津 地 域     ：大津市 

南 部 地 域     ：草津市、栗東市、守山市、野洲市 

甲 賀 地 域     ：甲賀市、湖南市 

東近江地域：東近江市、近江八幡市、日野町、竜王町 

湖 東 地 域     ：彦根市、愛荘町、豊郷町、甲良町、多賀町 

湖 北 地 域     ：長浜市、米原市 

高 島 地 域     ：高島市 

 

 

● 詐欺発生状況 

 

 ○  特殊詐欺 

     ８月末まで   ～ 認知件数８０件、被害総額約２億３，４００万円 

９月１日～３日 ～ ４件  約１，１００，０００円 

    ※ ギャンブル１件、架空請求２件、融資保証１件 

 

  ○ ＬＩＮＥ関連詐欺の発生状況 

    （ＬＩＮＥ（ライン）等の携帯電話無料通信アプリを利用した詐欺） 

      ７月末   ～ １１件      ５８０，０００円 

    ８月末   ～ １６件      ６７６，０００円 

    ９月現在  ～  １件      ３００，０００円 

             ※ 計 ２８件  １，５５６，０００円 

 

※ 今後の状況により、期間更新、発令地域などが変わる場合があります。 


